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【１．重大事故情報＝１２件】（５月８日～５月１４日分） 

（１）乗合バスの車内事故１ 

５月４日午前９時３５分頃、宮崎県で、乗合バスが乗客４０名を乗せ運行中、

バス停にて乗降扱いのため停車し、乗客４名を乗車させたのち発車案内を行い

車内ミラーにて車内を確認後発車したところ、当該バス停にて乗車した乗客の

うち１名（女性）が転倒した。 

事故後、転倒した乗客は病院にて検査を受け、異常はなかった模様であるが、

その後痛みが続くため、５月１１日に再度病院にて検査を受けたところ、胸椎

圧迫骨折の重傷を負っていることが判明した。 

 

（２）乗合バスの車内事故２ 

５月１０日午前１０時３５分頃、北海道で、乗合バスがバス停にて乗降扱い

のため停車後、発車したところ車内の乗客（女性）１名が転倒した。 

この事故で、転倒した乗客が左大腿骨転子部骨折（全治６週間）の重傷を負

った。事故当時、当該バスには１３名の乗客が乗っていた。 

周囲の乗客の証言では、負傷した乗客は、当該バス停留所で降車する予定で

あったが、発車後に立ち上がった模様。 

 

（３）貸切バスが歩行者を撥ねた事故 



～運転者に対して、交通状況をよく確認するよう徹底を！～ 

５月１０日午後３時３０分頃、山形県で、貸切バスが道路右側から横断して

きた歩行者に気付くのが遅れ、急ブレーキをかけ避けようとしたが間に合わず

歩行者を撥ねた。 

この事故で、歩行者は病院に搬送されたが、約１時間半後に死亡が確認され

た。事故当時、当該バスには、郊外学習のため仙台市内の中学生等３０名あま

りが乗車していた模様であるが、乗客等にケガはなかった。 

事故現場は、横断歩道のない、見通しの良い直線道路であった。 

 

（４）乗合バスの火災事故 

５月１１日午後２時２５分頃、和歌山県で、乗合バスが車庫内において移動

しようとしたところ、当該バスのエンジンがかからなかった。このため、当該

バスの運転者は再度、エンジンをかけようとしたところ、焦げ臭いにおいがし

たため、エンジンルームを確認した。エンジンルーム内ではセルモータ付近か

ら１０ｃｍ程度の炎が出ていた。当該火災は、事務所に備え付けの消火器で消

火された。 

事故当時、当該バスは、出発前のため乗客はおらず、けが人はいなかった。 

なお、当該バスは、平成２１年の始めにエンジンを載せ替えているとのこと。 

 

（５）タクシー運転手が強盗に遭う事件 

５月９日午後１０時３５分頃、ＪＲ福島駅東口付近で若い男を乗せ、同午後

１０時５０分頃、福島市の信夫山第一展望台付近に到着したところ、男が突然

はさみのようなものを突きつけ「あり金を全部出せ」と脅した。運転手が応じ

なかったためもみ合いになり、男は何も取らずに逃走した。 

この事件により、運転手が左腕に軽い打撲程度のけがを負った。男は現在も

逃走中。 

なお、当該タクシーには防犯仕切板は設置されていた。 

 

（６）タクシーの火災事故 

５月１０日午前１１時４０分頃、福井県で、タクシーの運転者が、当該タク

シーを公園前にエンジンをかけたまま停車(約５分）し、トイレに行った後、戻

ってきたところ、当該タクシーのインストルメントパネル内の時計付近から出

火しているのを発見した。当該運転者は、火を消すためにタオルをかけて押さ

えたが、時計周辺が熱で溶け、内部から炎が出て手がつけられない状態になっ

たため、消防に通報し、消防が急行するも車は全焼した。 

事故当時、当該タクシーに乗客はなく、けが人はなかった。 

 

（７）タクシーが交差点でオートバイと衝突した事故 

～交差点では、「オートバイ、車等が出てくるかもしれない」と予測を！～ 

５月１３日午前１時３５分頃、神奈川県の国道で、タクシーが空車にて運行



中、交差点にて右折しようと交差点内で一旦停車し、前方の信号が赤に変わり

対向車両が途切れたため右折しようとしたところ、対向車両の左側から直進し

てきたオートバイと衝突した。 

この事故で、オートバイの運転者が死亡した。 

 

（８）トラックがパンク修理中の乗用車の運転者等を撥ねた事故 

～運転者に対して、漫然運転や前方不注視とならないよう徹底を！～ 

５月８日午前９時２５分頃、山梨県の中央自動車道上り線で、トラックが路

肩で乗用車のパンク修理をしていた、当該乗用車の運転者と同乗者の合わせて

３名を撥ねた。 

この事故により、撥ねられた３名が死亡した。県警高速隊は当該トラックの

運転者を自動車運転過失致死容疑で現行犯逮捕した。 

また、この事故の影響で、中央道上り線の甲府昭和ＩＣ－甲府南ＩＣ間が約

４時間通行止めとなった。 

 

（９）トラック等７台が絡む多重衝突事故 

～運転者に対して、漫然運転や前方不注視とならないよう徹底を！～ 

５月１１日午後１０時４０分頃、大阪府の中国自動車道上り線で、大型トラ

ックが渋滞のため停車していた最後尾の車両に追突し、トラック５台と乗用車

２台の計７台が絡む多重事故が発生した。 

この事故で、当該大型トラックの運転者が運転席内に閉じ込められ、約１時

間半後に救出されたが搬送先の病院にて死亡、他のトラック及び乗用車に乗っ

ていた男女６名が負傷した。 

当該事故現場は、中国自動車道と名神高速が合流する吹田ジャンクションか

ら約３００メートル手前付近の片側２車線の直線道路で、事故当時、工事のた

め車線が規制されていて約５キロに渡り渋滞していた模様。 

 

（10）国際海上コンテナを積載したトレーラの横転事故 

～運転者に対して、トレーラの特性を把握するよう徹底を！～ 

～運転者に対して、制限速度を守るとともに、急ハンドル・急ブレーキ 

をしないよう徹底を！ 

５月１２日午前１時２０分頃、熊本県の国道で、国際海上コンテナを積載し

た大型トレーラが運行中、交差点にて左側に横転し、道路左側の歩道にあった

信号機に衝突した。 

この事故で、当該大型トレーラの運転者が背中を打つなどの軽傷を負った。 

当該大型トレーラは、博多市から熊本市に向け、菓子約１４トンを運ぶ途中

であった。 

事故現場は、国道と県道が交わる５差路の交差点で、当該大型トレーラは、

国道を走行中、下り坂の続く緩やかな右カーブの交差点を、制限速度４０㎞/m

のところ約６０㎞/mで通過しようとしたところで横転しており、当該大型トレ



ーラの運転者の供述によると、対向車が急に右折してきたので、慌ててブレー

キをかけハンドルを右に切ったと話をしている模様。 

 

（11）トラック運転者を救護義務違反等の疑いで逮捕 

～運転者に対して、追い越しする際は安全な間隔をとるよう徹底を！～ 

～運転者に対して、ひき逃げは許される行為ではないことの徹底を！～ 

５月１２日午後１時頃、埼玉県で、トラックが自転車に乗っていた女性を後

ろから撥ねた。 

 この事故で、撥ねられた女性が死亡した。 

 当該トラック運転者は、事故後、負傷者の救護措置をすることなく現場から

立ち去り、その後の警察の調べにより、５月１３日、自動車運転過失致死及び

道路交通法違反（救護義務違反）の疑いで逮捕された。 

当該トラック運転者は、「自転車を追い越す時に、対向車がいたので距離を取

れずに接触した。」などと供述している模様。 

 

（12）トラックが乗用車と衝突した事故 

５月１４日午前４時頃、福島県の国道で、トラックが対向車線を走行してき

た乗用車と正面衝突した。 

この事故で、乗用車の運転者と同乗者の男女２名が病院に搬送されたが、ま

もなく死亡、当該トラック運転者も鼻の骨を折るなどのケガを負った。 

事故現場は、福島県と栃木県の県境に近い片側１車線の道路で、乗用車側か

ら見ると下り坂の緩やかな右カーブであった模様。 

現在、事故の原因等詳細について調査中であるが、乗用車がセンターライン

をはみ出し、当該トラックに衝突した模様。 
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【２．「重大事故情報」のその後】 

＊ 以前にこのメルマガで紹介した重大事故情報のその後の情報をお知らせ

します。 

（１）バス運転者の健康起因による事故（平成２２年３月１２日） 

＝事故概要＝ 

３月８日午後５時５５分頃、神奈川県で、乗合バスが乗客１名を乗せ上り坂

を運行中、当該バス運転者が突然意識を失い、当該バスが後退し道路左側の側

壁に衝突して停車した。この事故で乗客にケガ人はなかったが、当該バス運転

者は死亡した。 

＝その後の情報＝ 

その後の情報によれば、事故当時、始業点呼時において、当該運転者に特段

の異常は見受けられなく、途中の休憩時においても異常はなかったが、検案結

果で当該運転者の死因は「心筋梗塞」と判明した。 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車交通局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜jiko-antai@mlit.go.jp＞までお寄せ

ください。 

よくある質問

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

自動車交通局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 
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